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　規　　　　　　　則　

　奈良市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する
規則をここに公布する。
令和元年11月７日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第35号 
　　　 奈良市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正

する規則
　奈良市子ども・子育て支援法施行細則（平成26年奈良市

規則第64号）の一部を次のように改正する。
　第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次
に次の１条を加える。
　 （食事の提供に要する費用の支払いの免除に関する事項
の通知）
第 ６条　府令第７条第１項第２号に掲げる事項について決
定したときは副食費徴収免除通知書（別記第13号様式）
により、当該決定を取り消したときは副食費徴収免除取
消通知書（別記第14号様式）により教育・保育給付認定
保護者に通知するものとする。
　別記第12号様式の次に次の２様式を加える。
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　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

（令和元年11月７日掲示済）　

　告　　　　　　　示　

奈良市告示第332号
　奈良市移住支援事業における移住支援金交付要綱を次の
ように定める。
　令和元年11月13日

奈良市長　仲　川　元　庸 　
　　　奈良市移住支援事業における移住支援金交付要綱
　（趣旨）
第 １条　奈良県地方創生総合戦略（平成27年12月策定）及
び奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年10
月策定）に基づき、本市内への移住及び定住の促進並び
に中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈
良県と共同して行う移住支援事業（以下「移住支援事業」
という。）において、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県
及び神奈川県をいう。以下同じ。）から本市に移住した
者が、交付対象者の要件に該当した場合に予算の範囲内
において移住支援金を交付するものとし、その交付に関
しては、奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領（以
下「県実施要領」という。）の定めるもののほか、この
要綱に定めるところによる。
　（移住支援金の種類及び額）
第 ２条　移住支援金は、次の各号に掲げるものとし、その

額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
額とする。
　⑴　移住支援金（単身者向け）　60万円
　⑵　移住支援金（世帯向け）　100万円
　（交付対象者）
第 ３条　移住支援金（単身者向け）の交付を受けることが
できる者は、第１号及び第２号の要件に該当する者であっ
て、かつ、第３号又は第４号の要件に該当するものとする。
　⑴　次のいずれかに該当する者であること。
ア 　地方自治法（昭和22年法律第67号）第281条に規
定する特別区（以下「特別区」という。）に住民票
を置き、かつ、連続して５年以上居住し、当該居住
地から本市に転入した者
イ 　東京圏（条件不利地域（離島振興法（昭和28年法
律第72号）、山村振興法（昭和40年法律第64号）、半
島振興法（昭和60年法律第63号）、過疎地域自立促
進特別措置法（平成12年法律第15号）又は小笠原諸
島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）の規
定により指定された区域を含む市町村（政令指定都
市を除く。）をいう。以下同じ。）を除く。）に居住し、
特別区内に存する勤務先に連続して５年以上通勤し
た者（本市に転入した日（以下「転入日」という。）
から起算して３箇月前の日において連続した５年以
上の勤務実績があることを要する。）で、当該居住
地から本市に転入したもの。ただし、当該勤務先を
退職した日から転入日までの間に特別区又は奈良県
以外の都道府県に存する勤務先に勤務（雇用保険の
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被保険者として雇用された場合に限る。）した場合は、
この限りでない。

　　ウ　その他市長が特に必要と認める者
　⑵　次のいずれにも該当する者であること。
　　ア　転入日が令和元年８月１日以降であること。
　　イ 　転入日から起算して３箇月を経過した日から転入

日から起算して１年を経過した日までの間に移住支
援金の交付申請を行うこと。

　　ウ 　移住支援金の交付申請を行った日（以下「申請日」
という。）から起算して５年以上、本市に継続して
居住する意思があること。

　　エ 　暴力団等（奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良
市条例第24号）第２条第３号に規定する暴力団等を
いう。以下同じ。）に該当しない者

　　オ 　日本の国籍を有する者又は出入国管理及び難民認
定法（昭和26年政令第319号）第２条第２号に規定
する外国人で同法別表第２に掲げる在留資格を有す
るもの若しくは日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平
成３年法律第71号）第３条から第５条までの規定に
よる特別永住者

　⑶　次のいずれにも該当する者であること。
　　ア 　県実施要領に規定するマッチングサイト（以下「奈

良県マッチングサイト」という。）に掲載されてい
る法人等（以下「対象法人等」という。）に勤務す
ること。ただし、配偶者又は３親等以内の親族が勤
務している対象法人等の役員（取締役、執行役、会
計参与及び監査役（理事及び監事その他これらに準
ずる者を含む。）をいう。）である場合を除く。

　　イ 　勤務している対象法人等への求人の応募を行った
日が、奈良県マッチングサイトに当該対象法人等が
掲載された日以後の日付であること。

　　ウ 　申請日において対象法人等に連続して３箇月以上
勤務しており、当該対象法人等と期間の定めのない
新規の労働契約（１週間当たり20時間以上勤務して
いることを要し、転勤、出向、出張又は研修等によ
る勤務地の変更を除く。）を締結していること。

　　エ 　申請日において勤務している対象法人等に引き続
き５年以上継続して勤務する意思を有していること。

　⑷ 　申請日から起算して１年前の日から申請日までの間
に県実施要領に規定する起業支援金の交付決定を受け
ている者

２ 　移住支援金（世帯向け）の交付を受けることができる
者は、前項第１号から第３号までの要件に該当する者で、
かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
　⑴ 　移住支援金（世帯向け）の申請者（以下この項にお
いて「申請者」という。）を含む２人以上の世帯員が、
本市への転入前の居住地において同一の世帯に属して
いたこと。

　⑵ 　申請者を含む２人以上の世帯員が全て申請日におい
て同一の世帯に属していること。

　⑶ 　申請者を含む２人以上の世帯員が全て令和元年８月
１日以降に本市へ転入したこと。

　⑷ 　申請日において申請者を含む２人以上の世帯員が全
て本市への転入日から起算して３箇月を経過した日か
ら本市への転入日から起算して１年を経過した日まで
の間にあること。

　⑸ 　申請者を含む２人以上の世帯員が全て暴力団等に該
当しないこと。

　 （交付の申請）
第 ４条　移住支援金（単身者向け）及び移住支援金（世帯
向け）（以下これらを「支援金」という。）の交付を受け
ようとする者（以下「申請者」という。）は、移住支援
金交付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を
添えて、市長に提出しなければならない。
　⑴ 　本人であることを確認できる書類（本人の写真が掲
載されているものに限る。）の写し

　⑵ 　在留資格が確認できる書類の写し（支援金の交付を
受けようとする者が外国人である場合に限る。）

　⑶ 　転出元の住民票除票の写し（複数人世帯の支援金の
交付を受けようとする場合は、該当する世帯員分を含む。）

　⑷ 　移住支援金における就業証明書（別記第２号様式）
（第２条第１号及び第２号の要件に該当する者であって、
かつ、第３号の要件に該当するものとして支援金の交
付を受けようとするものに限る。）

　⑸ 　転出元における勤務実態又は経営実態を確認できる
書類等（第２条第１号イの要件に該当する者として支
援金の交付を受けようとするものに限る。）

　⑹ 　奈良県から交付された起業支援金交付決定通知書の
写し（申請日から起算して１年前の日から申請日まで
の間に交付されたものに限る。）（第２条第１号及び第
２号の要件に該当する者であって、かつ、第４号の要
件に該当するものとして支援金の交付を受けようとす
るものに限る。）

　 （交付決定等）
第 ５条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を
審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、
移住支援金交付決定通知書（別記第３号様式）により、
当該申請者に通知するものとする。
２ 　前項の審査の結果、支援金を交付することが不適当と
認める場合は、移住支援金不交付決定通知書（別記第４
号様式）により、当該申請者に通知するものとする。
　 （交付の請求）
第 ６条　前条第１項の規定により、支援金の交付決定の通
知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、移住
支援金交付請求書（別記第５号様式）を市長に提出し、
支援金を請求するものとする。
　 （支援金の交付）
第 ７条　市長は、前条の規定による請求があったときは、
交付決定者に対し、支援金の交付を行うものとする。
　 （交付決定通知書の再交付）
第 ８条　申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の
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理由により移住支援金交付決定通知書の再交付を必要と
するときは、書面で再交付願を市長に提出しなければな
らない。
２ 　市長は前項の再交付願を受理したときは、その内容を
審査し、適当と認めたときは、移住支援金交付決定通知
書を申請者に交付するものとする。
　 （変更事項の届出）
第 ９条　交付決定者は、申請した事項に変更が生じたとき
は、速やかに市長に届け出なければならない。
　 （報告及び立入調査）
第 10条　市長は、交付決定者又は対象法人等に対し、移住
支援事業が適切に実施されたか否かを確認するため、必
要に応じ、本市移住支援事業に関し報告を求め及び立入
調査を行うことができる。
　 （交付決定の取消し）
第 11条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当
すると認められるときは、支援金交付決定の全部又は一
部を取り消すことができる。ただし、勤務先の倒産、災
害、病気その他やむを得ない事情があるものとして市長
が認めた場合は、この限りではない。
　⑴　全部を取り消す場合
　　ア 　偽り又は不正の手段により支援金の交付を受けた

場合
　　イ 　申請日から起算して３年を経過するより前に本市

から転出した場合
　　ウ 　申請日から起算して１年を経過するより前に第２

条の要件を満たす職を退職した場合
　　エ 　第２条第１項第３号に規定する交付決定を取り消

された場合
　　オ 　第10条の報告及び立入調査に応じない場合
　⑵　一部を取り消す場合
　 　申請日から起算して３年を経過する日から５年を経過
する日までの間に本市から転出した場合
　 （支援金の返還）
第 12条　市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取
り消した場合において、既に支援金が交付されていると
きは、申請者に対し、移住支援金返還命令書（別記第６
号様式）により通知する。
２ 　市長は、第５条第１項の規定により支援金の交付決定
を受けた者の申請日から５年間の居住状況について、住
民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第12条の２の規定
に基づく請求により交付を受けた住民票の写し等により
確認するものとする。
　（雑則）
第 13条　この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必
要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年11月13日から施行する。
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支
援

金
の

種
類

「
奈

良
市

移
住

支
援

金
の

交
付

申
請

に
関

す
る

誓
約

事
項

」
に

記
載

さ
れ

た
内

容
に

つ
い

て
Ａ

．
誓

約
す

る
Ｂ

．
誓

約
し

な
い

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

㊞

移
住

支
援

金
交

付
申

請
書

フ
リ

ガ
ナ

氏
名

　
奈

良
市

移
住

支
援

事
業

に
お

け
る

移
住

支
援

金
交

付
要

綱
第

４
条

に
基

づ
き

、
移

住
支

援
金

の
交

付
を

申
請

し
ま

す
。

生
年

月
日

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

〒
住

所

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

「
奈

良
市

移
住

支
援

事
業

に
係

る
個

人
情

報
の

取
扱

い
」

に
記

載
さ

れ
た

内
容

に
つ

い
て

申
請

日
か

ら
５

年
以

上
継

続
し

て
、

奈
良

市
に

居
住

し
、

か
つ

、
就

業
・

起
業

す
る

意
思

に
つ

い
て

(
就

業
の

場
合

の
み

記
載

）
就

業
先

の
法

人
の

代
表

者
又

は
取

締
役

な
ど

の
経

営
を

担
う

者
と

の
関

係

Ａ
．

同
意

す
る

Ａ
．

意
思

が
あ

る

Ａ
．

３
親

等
以

内
の

親
族

に
該

当
し

な
い

※
　

各
種

確
認

事
項

の
Ｂ

．
に

○
を

付
け

た
場

合
は

、
移

住
支

援
金

の
支

給
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

Ｂ
．

同
意

し
な

い

Ｂ
．

意
思

が
な

い

住
所

Ｂ
．

３
親

等
以

内
の

親
族

に
該

当
す

る

Ａ
．

誓
約

す
る

Ｂ
．

誓
約

し
な

い
「

暴
力

団
排

除
に

関
す

る
誓

約
事

項
」

に
記

載
さ

れ
た

内
容

に
つ

い
て

〒
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５
　

（
東

京
２

３
区

の
在

勤
者

に
該

当
す

る
場

合
の

み
記

載
）

東
京

２
３

区
へ

の
在

勤
履

歴
　

※
５
年
以
上
の
在
勤
履
歴
を
記
載

管
理

コ
ー

ド
（

奈
良

県
及

び
奈

良
市

使
用

欄
）

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
か

ら

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
ま

で

※
東

京
２

３
区

へ
の

在
勤

後
、

移
住

前
に

東
京

２
３

区
以

外
で

の
在

勤
履

歴
が

あ
れ

ば
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、

当
該

在
勤

履
歴

が
あ

る
場

合
、

移
住

支
援

金
の

支
給

対
象

と
な

り
ま

せ
ん

。

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
か

ら

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
ま

で

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
か

ら

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
ま

で

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
か

ら

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
ま

で

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
か

ら

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
ま

で

就
業

先
就

業
場

所
（

住
所

）
就

業
地

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
か

ら

　
　

　
　

　
　

年
　

月
　

日
ま

で

  
奈

良
市

移
住

支
援

金
の

交
付

申
請

に
関

す
る

誓
約

事
項

 
  

１
 

奈
良
市
移
住
支

援
金

事
業

に
関

す
る

報
告

及
び

立
入

調
査

に
つ

い
て

、
奈

良
県

及
び

奈
良

市
か

ら
求

め
ら
れ
た
場
合
に
は

、
そ

れ
に

応
じ

ま
す

。
 

 ２
 

移
住
支
援
金
の

支
給

要
件

や
居

住
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、
奈

良
市

が
住

民
基

本
台

帳
を

閲
覧

す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
す

。
 

 ３
 

以
下
の
場
合
に

は
、

奈
良

市
移

住
支

援
事

業
に

お
け

る
移

住
支

援
金

交
付

要
綱

（
以

下
「

交
付

要

綱
」
と
い
う
。）

に
基

づ
き

、
移

住
支

援
金

の
全

額
又

は
半

額
を

返
還

し
ま

す
。

 
 （
１
）
偽
り
又
は
不

正
の

手
段

に
よ

り
支

援
金

の
交

付
を

受
け

た
場

合
：

全
額

 
 （
２
）
申
請
日
か
ら

起
算

し
て

３
年

を
経

過
す

る
よ

り
前

に
本

市
か

ら
転

出
し

た
場

合
：

全
額

 
 （

３
）

申
請

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

す
る

よ
り

前
に

交
付

要
綱

第
２

条
の

要
件

を
満

た
す

職
を

退

職
し
た
場
合
：
全

額
 

 （
４
）
交
付
要
綱
第

３
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
交

付
決

定
を

取
り

消
さ

れ
た

場
合

：
全

額
 

 （
５
）
交
付
要
綱
第

１
０

条
の

報
告

及
び

立
入

調
査

に
応

じ
な

い
場

合
：

全
額

 
 （

６
）

申
請

日
か

ら
起

算
し

て
３

年
を

経
過

す
る

日
か

ら
５

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
に

本
市

か
ら

転

出
し
た
場
合
：
半

額
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暴

力
団

排
除

に
関

す
る

誓
約

事
項

 
  

奈
良
市
移
住
支
援
金

の
交

付
を

申
請

す
る

に
あ

た
り

、
ま

た
、

支
援

金
の

対
象

期
間

内
及

び
完

了
後

に
 

お
い
て
、
下
記
事
項
に

つ
い

て
誓

約
し

ま
す

。
 

ま
た
、
暴
力
団
等
で

あ
る

か
否

か
の

確
認

に
必

要
な

場
合

に
は

、
奈

良
市

が
奈

良
県

警
察

本
部

又
は

管

轄
警
察
署
に
照
会
す
る

こ
と

を
承

諾
し

ま
す

。
 

 
記

 
  １
 

次
に
掲
げ
る
者

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

 （
１
）
暴
力
団
（
奈
良

市
暴

力
団

排
除

条
例

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。
）

 
 （
２
）
暴
力
団
員
等

（
奈

良
市

暴
力

団
排

除
条

例
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

 
 （
３
）
暴
力
団
員
等

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
 

 （
４
）
暴
力
団
員
等

の
反

社
会

的
勢

力
 

 （
５
）
暴
力
団
員
等

の
反

社
会

的
勢

力
と

密
接

な
関

係
を

有
す

る
者

 

 
 

奈
良

市
移

住
支

援
事

業
に

係
る

個
人

情
報
の
取
扱
い

 
  

 
奈
良
県
及
び
奈
良

市
は

、
奈

良
市

移
住

支
援

事
業

の
実

施
に

際
し
て
得
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
奈
良

県
及
び
奈
良
市
が
定
め

る
個

人
情

報
保

護
条

例
等

の
規

定
に

基
づ
き
適
切
に
管
理
し
、
本
事
業
の
実
施
の

た
め
に
利
用
し
ま
す
。

 
 

ま
た
、
奈
良
県
及

び
奈

良
市

は
、

当
該

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
実
施
す
る
移

住
支
援
事
業
の
円
滑
な

実
施

、
国

へ
の

実
施

状
況

の
報

告
等

の
た
め
、
国
、
他
の
都
道
府
県
、
他
の
市
区

町
村
に
提
供
し
、
又
は

確
認

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。
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２
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第
４
条
関
係
）

（
宛
先
）
　
奈
良
市
長

所
在
地

事
業
者
名

印

代
表
者
名
　

電
話
番
号

担
当
者

３
親

等
以

内
の

親
族

に
該

当
し

な
い

記

就
業
年
月
日

雇
用
形
態

勤
務

者
と

代
表

者
又

は
取

締
役

な
ど

の
経

営
を

担
う

者
と

の
関

係

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
奈
良
市
移
住
支
援
事
業
に
お
け
る
移
住
支
援
金
交
付
に
関
す
る
事
務
の
た
め
、
勤
務
者
の
勤
務
状
況
な
ど
の

情
報
を
、
奈
良
県
及
び
奈
良
市
の
求
め
に
応
じ
て
、
同
奈
良
県
及
び
奈
良
市
に
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
勤

務
者
の
同
意
を
得
て
い
ま
す
。

勤
務
先
電
話
番
号

移
住
支
援
金
に
お
け
る
就
業
証
明
書

下
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

勤
務
者
名

勤
務
者
住
所

勤
務
先
所
在
地

応
募
受
付
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

週
2
0
時
間
以
上
の
無
期
雇
用

第
３
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
３

号
様

式
（

第
５
条
関
係
）
 

第
 
 
 
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 
  

 
様
 

 

奈
良
市
長
 
 
 
 
 
 
印
 

 

移
住
支
援
金
交
付
決
定
通
知
書
 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
、
移
住
支
援
金
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
交
付

を
決

定
し

ま
し

た
の

で
通
知
し
ま
す
。
 

   

移
住
支
援
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 

 （
備

考
）

 

１
 
奈

良
市

移
住

支
援
事
業
に
お
け
る
移
住
支
援
金
交
付
要
綱
（
以
下
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に

基
づ

き
、

以
下
の
場
合
に
は
、
移
住
支
援
金
の
全
額
又
は
半
額
の
返
還
を
請
求
し
ま
す
。
 

・
偽

り
又

は
不

正
の
手
段
に
よ
り
支
援
金
の
交
付
を
受
け
た
場
合
：
全
額
 

・
申

請
日

か
ら

起
算
し
て
３
年
を
経
過
す
る
よ
り
前
に
本
市
か
ら
転
出
し
た
場
合
：
全
額
 

・
申

請
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
よ

り
前

に
交

付
要

綱
第

２
条

の
要

件
を

満
た

す
職

を
退

職

し
た

場
合

：
全

額
 

・
交

付
要

綱
第

３
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
交
付
決
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
：
全
額
 

・
交

付
要

綱
第

１
０
条
の
報
告
及
び
立
入
調
査
に
応
じ
な
い
場
合
：
全
額
 

 
・

申
請

日
か

ら
起

算
し

て
３

年
を

経
過

す
る

日
か

ら
５

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
に

本
市

か
ら

転
出

し
た

場
合

：
半

額
 

 ２
 
奈

良
市

は
、
奈

良
市
移
住
支
援
事
業
に
お
け
る
移
住
支
援
金
交
付
要
綱
の
規
定
に
基
づ
き
、
奈
良
市
移

住
支

援
事

業
が

適
切
に
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
等
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
、
及

び
関

係
す

る
場

所
に
立
入
調
査
を
行
い
ま
す
。
報
告
及
び
立
入
調
査
に
応
じ
な
い
場
合
、
虚
偽
の
内
容
を

申
請

し
た

も
の

と
推
定
し
、
備
考
１
に
定
め
る
返
還
請
求
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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第
４
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
４

号
様

式
（

第
５
条
関
係
）
 

年
 
 
月
 
 
日
 
  

 
様
 

 

奈
良
市
長
 
 
 
 
 
印
 
 

 

移
住
支
援
金
不
交
付
決
定
通
知
書
 

  

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
、
移
住
支
援
金
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
不
交
付

を
決

定
し

ま
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

  

記
 

 不
交

付
決

定
の

理
由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
 

フ
ラ

ッ
ト

３
５

地
域

活
性

化
型

（
地

方
移

住
支

援
）

の
金

利
引

下
げ

の
適

用
に

つ
い

て
 

・
こ
の

通
知

書
は

フ
ラ

ッ
ト

３
５

地
域

活
性

化
型
（

地
方

移
住

支
援

）
の

金
利

引
下

げ
の

適
用

を
受

け
る

際
の

必
要

書
類

で
あ

り
、

紛
失

し
た

場
合

は
金

利
引

下
げ

の
適

用
を

受
け

ら
れ

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

 
・
移

住
支

援
金

の
返

還
を

請
求

さ
れ

た
場

合
は

、
フ

ラ
ッ

ト
３

５
地

域
活

性
化

型
（

地
方

移
住

支
援

）
の

金
利

引
下

げ
の

適
用

を
受

け
ら

れ
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

 
・
移
住

支
援

金
を

受
領

し
た

方
に

対
す

る
フ

ラ
ッ

ト
３

５
地

域
活

性
化

型
（

地
方

移
住

支
援

）
の

金
利

引

下
げ

制
度

の
適

用
を

受
け

る
た

め
に

は
、

交
付

決
定

日
か

ら
５

年
以

内
に

取
扱

金
融

機
関

へ
の

申
込

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
 

 ４
 

株
式

会
社

日
本

政
策

金
融

公
庫

の
創

業
者

向
け

融
資

制
度

に
お

け
る

特
別

利
率

の
適

用
に

つ
い

て
 

・
こ
の

通
知

書
は

、
日

本
政

策
金

融
公

庫
に

よ
る

新
規

開
業

支
援

資
金

等
の

特
別

利
率

の
適

用
を

受
け

る

際
の

必
要

書
類

で
あ

り
、
紛

失
し

た
場

合
は

特
別

利
率

の
適

用
を

受
け

ら
れ

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。
 

 
・
移
住

支
援

金
の

返
還

を
請

求
さ

れ
た

場
合

は
、
日

本
政

策
金

融
公

庫
に

よ
る

新
規

開
業

支
援

資
金

等
の

特
別

利
率

の
適

用
を

受
け

ら
れ

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

 

管
理

コ
ー

ド
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第
５

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

 
 

移
住

支
援

金
交

付
請

求
書

 
 

 
年

  
 

 
月

 
 

 
 日

    
（

宛
先

）
奈

良
市

長
 

  
住

 所
 

 
氏

 名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 印
   

年
  

月
  

日
付

 第
 

 号
に

よ
り

交
付

の
決

定
を

受
け

た
移

住
支

援
金

に
つ

い
て

、
奈

良
市

移
住

支

援
事

業
に

お
け

る
移

住
支

援
金

交
付

要
綱

第
６

条
の

規
定

に
基

づ
き
次

の
と

お
り

請
求

し
ま

す
。

  
  １

．
交

付
決

定
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 ２
．
請

求
金

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 ３

．
振

込
先
 

金
融

機
関

 

銀
行

 

金
庫

 

農
協

 

本
店

 

支
店

 

出
張

所
 

預
金

種
別

 
普

通
 

・
 
当

座
 

預
金

口
座

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

口
座

名
義

人
 

 

 ４
．
添

付
書

類
 

振
込
先
の

口
座

情
報
を

確
認

で
き
る

書
類

（
預
金

通
帳

又
は
キ

ャ
ッ

シ
ュ
カ

ー
ド

の
写
し

）
 

 

第
５
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

第
６

号
様

式
（

第
１
２
条
関
係
）
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

 
様

 

 

奈
良
市
長
 
 
 
 
 
 
印
 
 

 

 

移
住
支
援
金
返
還
命
令
書
 

  

年
 
月

 
日

付
け

で
交

付
決

定
し

た
移

住
支

援
金

に
つ

き
ま

し
て

は
、

奈
良

市
移

住
支

援
事

業
に

お
け

る
移

住
支

援
金

交
付
要
綱
第
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
当
該
支
援
金
の
返
還
を
命
じ
ま
す
。
 

  

記
  

  １
．

返
還

金
額

 
  ２

．
返

還
期

限
 

  ３
．

返
還

理
由

 
  ４

．
返

還
方

法
 

第
６
号
様
式
（
第
12
条
関
係
）



　　令和２年３月31日　　
　　　   （火 曜 日） 奈 良 市 公 報 号外第11号

― 11 ―

（令和元年11月13日掲示済）　
　　　　  　　　　
奈良市告示第333号
　奈良市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱を次の
ように定める。
　令和元年11月13日

奈良市長　仲　川　元　庸　　
　　　奈良市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱
　（趣旨）
第 １条　この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律（平成16年法律第112号。以下「国
民保護法」という。）及び赤十字標章等及び特殊標章等
に係る事務の運用に関するガイドライン（平成17年８月
２日付閣副安危第321号内閣官房副長官補（安全保障・
危機管理担当）付内閣参事官（事態法制企画担当）通知）
に基づき、本市の武力攻撃事態等における特殊標章等の
交付に係る基準、手続等に関し必要な事項を定めるもの
とする。
　 （特殊標章等の交付対象者）
第 ２条　市長は、武力攻撃事態等（武力攻撃事態等及び存
立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国
民の安全の確保に関する法律（平成15年法律第79号）第
１条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下同じ。）に
おいて、国民保護法第16条の規定に基づき、市長が実施
する国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」と
いう。）に係る職務等を行う者として、次に掲げる者（以
下「対象者」という。）に対し、特殊標章等（国民保護
法第158条第１項に規定する特殊標章（別表に掲げる腕
章、帽章、旗及び車両章をいう。）及び身分証明書をいう。
以下同じ。）の交付を行うものとする。
　⑴ 　市の職員（奈良市職員定数条例（昭和28年奈良市条
例第１号）第２条第９号に規定する消防職員を除く。）
で、国民保護措置に係る職務を行うもの

　⑵　消防団長及び消防団員
　⑶　市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
　⑷ 　市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助に
ついて協力をする者

　（特殊標章等の交付）
第 ３条　市長は、前条第１号及び第２号に掲げる者に対し、
特殊標章等の交付をした者に関する台帳（別記第１号様式。
以下この条において「交付台帳」という。）に登録の上、
特殊標章等を作成して交付するものとする。
２ 　前条第３号及び第４号に掲げる者は、特殊標章等の交
付を受けようとするときは、特殊標章等に係る交付申請
書（別記第２号様式）を市長に提出しなければならない。
この場合において、市長は、その内容を適正と認めると
きは、交付台帳に登録の上、特殊標章等を作成して交付
するものとする。
　（腕章及び帽章の交付）
第 ４条　市長は、第２条第１号又は第２号に掲げる者のう
ち、武力攻撃事態等において行うこととされる国民保護

措置に係る職務の内容等を勘案して必要と認める者に対
し、平時において、別表に掲げる腕章及び帽章（以下「腕
章等」という。）を交付するものとする。
２ 　市長は、第２条第１号及び第２号に掲げる者（前項の
規定により腕章等を交付された者を除く。）並びに同条
第３号及び第４号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等が
発生した場合に、腕章等を交付するものとする。
　 （旗及び車両章の交付）
第 ５条　市長は、前条の規定に基づき腕章等を交付する場
合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業
務又は協力のために使用される場所、車両、船舶、航空
機等（以下「場所等」という。）を識別させるため場所
等ごとに別表に掲げる旗及び車両章（以下「旗等」とい
う。）を併せて交付するものとする。
　（訓練等における腕章等の使用）
第 ６条　市長は、平時において、国民保護措置についての
訓練又は啓発を実施する場合に、第２条各号に掲げる者
に対し、腕章等を貸与することができる。
２ 　市長は、前項の規定に基づき腕章等を貸与する場合、
必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することが
できる。
　（特殊標章の交付の特例）
第 ７条　市長は、人命救助等のために特に緊急を要し、第
３条第２項の規定による対象者からの申請を待つ時間的
余裕がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、
特殊標章等（特殊標章に限る。）を交付することができる。
２ 　前項の場合において、市長が必要と認めるときは、特
殊標章の交付を受けた者に対し、当該特殊標章の返納を
求めるものとする。
　（特殊標章の再交付）
第 ８条　市長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章
を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しく
は破損したときは、特殊標章再交付申請書（別記第３号
様式）により、速やかに市長に申請し、特殊標章の再交
付を受けるものとする。
２ 　前項の規定により特殊標章の再交付を受ける場合（紛
失した場合を除く。）は、汚損又は破損した特殊標章を
返納しなければならない。
　（身分証明書の交付等）
第 ９条　市長は、第４条の規定により腕章等を交付した者
に対し、身分証明書（別記第４号様式。以下「身分証明
書」という。）を交付するものとする。
２ 　市長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を
使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するもの
とする。
　（身分証明書の再交付）
第 10条　前条の規定により身分証明書の交付を受けた者は、
身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若
しくは破損したときは、身分証明書再交付・記載事項変
更申請書（別記第５号様式）により速やかに市長に申請
し、身分証明書の再交付を受けるものとする。身分証明
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書の記載事項に変更があった場合も、また同様とする。
２ 　前項の規定により身分証明書の再交付を受ける場合（紛
失した場合を除く。）は、交付を受けた身分証明書を返
納しなければならない。
　（身分証明書の有効期間等）
第 11条　第４条第１項の規定により腕章等の交付を受けた
者に係る身分証明書の有効期間は、交付を受けた者がそ
の身分を失った時までとする。
２ 　第４条第２項の規定により腕章等の交付を受けた者に
係る身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及
び国民保護措置の内容を考慮して市長が必要と認める期
間とする。
３ 　前項の場合において、身分証明書の交付を受けた者は、
当該身分証明書の有効期間が満了したときは、当該身分
証明書の更新を受けることができる。この場合において
は、第４条の規定を準用する。
　（特殊標章等の保管）
第 12条　市長は、特殊標章等に係る交付申請書及び特殊標
章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
２ 　特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る
職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発
のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管す
るものとする。
　（特殊標章等の返納）

第 13条　市長から特殊標章等の交付を受けた者は、対象者
でなくなったとき又は市長から求めがあったときは、特
殊標章等を返納しなければならない。
　（濫用の禁止）
第 14条　特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他
人に譲渡し、又は貸与してはならない。
２ 　特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る
職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発
のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはな
らない。
３ 　特殊標章等により識別させることができる場所等につ
いては、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業
務又は協力のために使用されていなければならない。
　（周知）
第 15条　市長は、特殊標章等を交付する者に対し、特殊標
章等を交付する時その他適切な機会において、特殊標章
等の意義、その使用及び管理等についてあらかじめ周知
を図るものとする。
　（雑則）
第 16条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長
が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年11月13日から施行する。

別表（第２条関係） 

区分 表示 制式 

位置 形状 ①オレンジ色地に青色の

正三角形とする。 

②三角形の一の角が垂直

に上を向いている。 

③三角形のいずれの角も

オレンジ色地の縁に接し

ていない。 

 

※一連の登録番号を表面

右下隅に付する。 

（例：奈良市 １） 

腕章 左腕に表示  

帽章 帽子（ヘルメッ

トを含む。）の

前部中央に表示 

旗 施設の平面に展

張又は掲揚又は

表示、船舶に掲

揚又は表示 

車両章 車両の両側面及

び後面に表示 

航空機の両側面

に表示 

 

  

別表（第２条関係）
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第
２
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

第
1
号
様
式

(
第
3
条
第

1項
関
係
)
 

特
殊

標
章

等
の

交
付

を
し

た
者

に
関

す
る

台
帳

 

証
明

書

番
号
 

氏
名

(
漢

字
・
ロ

ー
マ

字
)

住
所

生
年

月
日

身
長

眼
の

色
 

頭
髪

の
色

血
液

型
資

格
 
そ

の
他

の
特

徴

又
は

情
報

交
付

等
の

年
月

日

有
効

期
間

の
満

了
日

標
章

の

使
用

返
納

日
 
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
１
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

第
２

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

 

特
殊

標
章

等
に

係
る

交
付

申
請

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
（

宛
先

）
奈

良
市

長
 

 
私

は
、

奈
良

市
特

殊
標

章
及

び
身

分
証

明
書

に
関

す
る

交
付

要
綱

第
３

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

特
殊

標
章

等
の

交
付

を
次

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

氏
名

：
（

漢
字

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
ロ

ー
マ

字
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
年

月
日

（
西

暦
）

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日

申
請

者
の

連
絡

先
 

 
住

所
：

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
E

-m
ai

l：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

写
真

 

縦
４

×
横

３
cm

 

（
身

分
証

明
書

の

交
付

又
は

使
用

許

可
の

場
合

の
み

）
 

 
 

 
 

識
別

の
た

め
の

情
報

（
身

分
証

明
書

の
交

付
又

は
使

用
許

可
の

場
合

の
み

記
載

）
 

 
身

長
：

 
 

 
 

 
cm

 
 

 
 

 
 

 
 

眼
の

色
：

 
 

 
 

 
 

 
頭

髪
の

色
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
血

液
型
：
 

 
 

 
 
（

Ｒ
ｈ

因
子

 
 

 
 

 
）

標
章

を
使

用
す

る
衣

服
、
場

所
、
車

両
、
船

舶
、
航

空
機

等
の

概
要

及
び

使
用

す
る

標
章

の
数

等

（
標

章
又

は
特

殊
信

号
の

交
付

又
は

使
用

許
可

の
場

合
の

み
記

載
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

(許
可

権
者

使
用

欄
) 

 
資

格
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
証

明
書

番
号

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

交
付

等
の

年
月

日
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
有

効
期

間
の

満
了

日
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
返

納
日

：
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第
３

号
様

式
（

第
８

条
関

係
）

 

 

特
殊

標
章

再
交

付
申

請
書

 

年
 

 
月

 
 

日

 （
宛

先
）

奈
良

市
長

 

 

申
請

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

電
話

番
号

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 

 
奈

良
市

特
殊

標
章

及
び

身
分

証
明

書
に

関
す

る
交

付
要

綱
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
特

殊
標

章
の

再
交

付
を

申
請

し
ま

す
。

 

１
 

再
交

付
を

受
け

た
い

特
殊

標
章

の
種

別
、

数
量

及
び

登
録

番
号

 

 ２
 

紛
失

（
破

損
等

）
年

月
日

 

 ３
 

紛
失

の
状

況
（

破
損

等
の

理
由

）
 

 ４
 

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

※
 

受
 

付
 

欄
 

※
 

経
 

過
 

欄
 

 
 

備
考

 
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

 

 
 

第
３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

第
４

号
様

式
（

第
９

条
関

係
）

 

表
面

 

  

奈
良

市
長

 

 

身
分

証
明

書
 

I
N
D
E
N
T
I
T
Y
 
C
A
R
D
 

 

 

国
民

保
護

措
置

に
係

る
職

務
等

を
行

う
者

用
 

f
o
r
 
c
i
v
i
l
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 

 氏
名

／
N
a
m
e
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
年

月
日

／
D
a
t
e
 
o
f
 
b
i
r
t
h
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
こ

の
証

明
書

の
所

持
者

は
、

次
の

資
格

に
お

い
て

、
１

９
４

９
年

８
月

１
２

日
の

ジ
ュ

ネ
ー

ヴ

諸
条

約
及

び
１

９
４

９
年

８
月

１
２

日
の

ジ
ュ

ネ
ー

ヴ
諸

条
約

の
国

際
的

な
武

力
紛

争
の

犠
牲

者

の
保

護
に

関
す

る
追

加
議

定
書

(
議

定
書

Ⅰ
)
に

よ
っ

て
保

護
さ

れ
る

。
 

T
h
e
 
h
o
l
d
e
r
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
a
r
d
 
i
s
 
p
r
o
t
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
G
e
n
e
v
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
o
f
 
1
2
 

A
u
g
u
s
t
 
1
9
4
9
 
a
n
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
G
e
n
e
v
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
o
f
 

1
2
 
A
u
g
u
s
t
 
1
9
4
9
，

a
n
d
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
V
i
c
t
i
m
s
 
o
f
 

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
A
r
m
e
d
 
C
o
n
f
l
i
c
t
s
(
P
r
o
t
o
c
o
l
 

Ⅰ
)
i
n
 
h
i
s
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
a
s
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 交
付

等
の

年
月

日
／

D
a
t
e
 
o
f
 
i
s
s
u
e
 

 
 

 
 

 
証

明
書

番
号

／
N
o
.
 
o
f
 
c
a
r
d
 

 
 

 
 

 

 
 

 
許

可
権

者
の

署
名

／
S
i
g
n
a
t
u
r
e
 
o
f
 
i
s
s
u
i
n
g
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 

 有
効

期
間

の
満

了
日

／
D
a
t
e
 
o
f
 
e
x
p
i
r
y
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
４
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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裏
面

 

身
長

／
H
e
i
g
h
t
 

 
 

 
 

 
眼

の
色

／
E
y
e
s

 
 

 
 

 
頭

髪
の

色
／

H
a
i
r
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
の

特
徴

又
は

情
報

／
O
t
h
e
r
 
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
g
 
m
a
r
k
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 

 血
液

型
／

B
l
o
o
d
 
t
y
p
e
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

所
持

者
の

写
真

 

／
P
H
O
T
O
 
O
F
 
H
O
L
D
E
R
 

印
章

／
S
t
a
m
p
 

所
持

者
の

署
名

／
S
i
g
n
a
t
u
r
e
 
o
f
 
h
o
l
d
e
r
 

 

第
５
号
様
式
（
第
10
条
関
係
）

第
５

号
様

式
（

第
１

０
条

関
係

）
 

 

身
分

証
明

書
再

交
付

・
記

載
事

項
変

更
申

請
書

 

年
 

 
月

 
 

日

 （
宛

先
）

奈
良

市
長

 

 

申
請

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

電
話

番
号

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 

奈
良

市
特

殊
標

章
及

び
身

分
証

明
書

に
関

す
る

交
付

要
綱

第
１

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次

の
と

お
り

身
分

証
明

書
の

再
交

付
（

記
載

事
項

の
変

更
）

を
申

請
し

ま
す

。
 

１
 

再
交

付
を

受
け

た
い

（
記

載
事

項
の

変
更

に
係

る
）

身
分

証
明

書
番

号
 

 ２
 

紛
失

（
破

損
等

）
年

月
日

又
は

記
載

事
項

変
更

年
月

日
 

  ３
 

紛
失

の
状

況
又

は
記

載
事

項
変

更
の

内
容
（

破
損

等
の

理
由

又
は

記
載

事
項

の
変

更
前
・
変

更
後

）

  ４
 

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

  

※
 

受
 

付
 

欄
 

※
 

経
 

過
 

欄
 

 
 

備
考

 
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
。
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（令和元年11月13日掲示済）　
　　　　  　　　　
奈良市告示第336号
　奈良市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事
業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。
　令和元年11月18日

奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　 奈良市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支

援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示
　奈良市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事
業補助金交付要綱（平成23年奈良市告示第702号）の一部
を次のように改正する。
　第１条の２第４号を次のように改める。
　⑷ 　定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（法第８
条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看
護を行う事業所をいう。）

　第１条の２に次の１号を加える。
　⑸ 　認知症対応型通所介護事業所（法第８条第18項に規
定する認知症対応型通所介護及び第８条の２第13項に
規定する介護予防認知症対応型通所介護を行う事業所
をいう。）

　第３条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を
加える。
　⑸ 　第５条の規定により交付する補助金の額が１事業に
つき800,000円未満となる事業（非常用自家発電設備
整備を除く。）

　第５条中「7,370,000円を限度とする。」を「7,730,000
円を上限とし、800,000円を下限とする（下限にあっては、
非常用自家発電設備整備を除く。）。」に改める。
　別記第１号様式及び第５号様式中「737万円を限度とする。」
を「773万円を上限とし、80万円を下限とする（下限にあっ
ては、非常用自家発電設備整備を除く。）。」に改める。
　　　附　則
　この告示は、令和元年11月18日から施行する。

（令和元年11月18日掲示済）　
　　　　  　　　　
奈良市告示第345号
　昭和51年奈良市告示第89号（金融機関の指定について）
の一部を次のように改定し、令和２年３年31日から適用し
ます。
　令和元年11月25日

奈良市長　仲　川　元　庸　

　第２項中
「三井住友信託銀行株式会社　

を
　　　　　　株式会社商工組合中央金庫」
「三井住友信託銀行株式会社」に改める。

（令和元年11月25日掲示済）　

　訓　　　令　　　甲　

奈良市訓令甲第３号
庁　内　一　般

関　係　各　所
　奈良市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
　令和元年11月29日

奈良市長　仲　川　元　庸　
　　　奈良市事務専決規程の一部を改正する訓令
　奈良市事務専決規程（平成14年奈良市訓令甲第１号）の
一部を次のように改正する。
　第４条子ども未来部長の部分中第６号を第７号とし、第
３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次
の１号を加える。
　　⑶ 　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に

規定する子育てのための施設等利用給付に要する費
用の支出負担行為の決定

　　　附　則
　この訓令は、令和元年11月29日から施行する。

（令和元年11月29日掲示済）　
　　　　  　　　　

　監　　　　　　　査　

奈良市監査委員告示第10号
　奈良市監査委員に関する規程の一部を改正する規程を次
のように定める。
　令和元年11月21日

　奈良市代表監査委員　東　口　喜代一　
　　　奈良市監査委員に関する規程の一部を改正する規程
　奈良市監査委員に関する規程（昭和39年奈良市監査委員
告示第１号）の一部を次のように改正する。
　第10条中「第243条の２第３項」を「第243条の２の２第
３項」に、「第243条の２第８項」を「第243条の２の２第８項」
に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和２年４月１日から施行する。

（令和元年11月21日掲示済）　


